
工事成績評定等実施要領新旧対照表 

現行 改正 

（対象工事） （対象工事） 

第２条 工事の成績評定（以下「成績評定」という。）の対象とする工事は，

請負金額が１件１５０万円以上の工事を対象とし評定するものとする。 

第２条 工事の成績評定（以下「成績評定」という。）の対象とする工事は，

請負金額が１件２００万円を超える工事を対象とし評定するものとする。 

 附則 

 この要領は，令和８年４月１日から施行する。 

  



現行 改正案 

別紙1 別紙1 

  



現行 改正案 

別紙14 別紙14 

  

  



現行 改正案 

別紙16 別紙16 

 
 

 


